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会
社
側
よ
り
情
報
提
供
の
あ
っ
た
「
料
金
回
収

業
務
の
運
営
体
制
の
見
直
し
に
つ
い
て
」(

以
下

「
見
直
し
」)

に
も
と
づ
き
１
０
月
４
日
、
団
体
交

渉
に
お
い
て
会
社
側
よ
り
業
務
概
要
の
説
明
が
あ

り
ま
し
た
が
以
下
に
つ
い
て
確
認
及
び
質
問
、
な

ら
び
に
要
求
を
い
た
し
ま
す
の
で
１
０
月
２
４
日

ま
で
に
文
書
ま
た
は
団
体
交
渉
の
場
で
回
答
願
い

ま
す
。 

１
．
１
０
月
４
日
、
団
体
交
渉
で
の
組
合
側
質
問

へ
の
会
社
側
回
答
に
対
す
る
確
認
及
び
質
問
、
な

ら
び
に
要
求 

(

１) 

移
行
先
の
人
員
数
、 

ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ビ
ル
名
は
ど
こ
か
。 

会
社
回
答 

人
事
を
社
内
で
調
整
中
な
の
で
、
ロ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、
ビ
ル
名
は
判
ら
な
い
。
人
数
が
決
ま
ら
な
い

と
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
決
ま
ら
な
い
。
何
も
決
ま
っ

て
な
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。 

 

再
質
問
及
び
要
求 

具
体
的
に
は
い
つ
決
ま
る
の
か
、
そ
の
情
報
は

ど
の
よ
う
に
当
組
合
に
提
供
さ
れ
る
の
か
。 

(

２) 

移
行
に
当
た
っ
て
職
場
が
な
く
な
る
の
だ

か
ら
本
人
希
望
を
聞
き
実
施
し
て
も
ら
い
た
い
。 

会
社
回
答 

本
人
の
意
向
に
つ
い
て
は
、
移
行
す
る
方
の
ス

キ
ル
、
適
正
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
実
施
し
て

い
く
。
本
人
の
意
向
を
聞
く
場
合
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
時
期
が
近
づ
け
ば
職
場
の
上
司
が
説
明

す
る
場
合
も
あ
る
。 

本
人
の
意
向
を
把
握
し
実
施
す
べ
き 

再
質
問
及
び
要
求 

今
回
の
「
見
直
し
」
は
料
金
担
当
職
場
が
事
実

上
廃
止
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
大
幅
な
労
働
条
件

の
変
更
で
あ
る
と
考
え
る
。
配
置
転
換
は
、
本
人

の
意
向
を
把
握
し
同
意
を
前
提
に
実
施
す
べ
き

で
あ
る
。 

 

(

３)

１
１
６
セ
ン
タ
へ
の
配
置
転
換
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ

ソ
ル
コ
へ
の
出
向
で
対
応
と
な
っ
て
い
る
。
①
出

向
形
態
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。
②
出
向
の
場

合
、
本
人
同
意
を
と
る
の
か
。
③
出
向
先
の
労
働

条
件
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
‐
茨
城
と
同
等
か
。
労
働
条
件
に

つ
い
て
本
人
に
説
明
を
す
る
の
か
。 

① 

出
向
形
態
に
つ
い
て 

会
社
回
答 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
の
社
員
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
‐
茨
城
か

ら
一
度
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
に
戻
り
出
向
に
な
る
の

で
転
籍
出
向
と
な
る
。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
‐
茨
城
の
社
員
は

在
籍
出
向
に
な
る
の
か
転
籍
出
向
に
な
る
の
は

現
段
階
で
断
定
で
き
な
い
。 

出
向
は
本
人
同
意
で 

再
質
問
及
び
要
求 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
‐
茨
城
の
社
員
の
出
向
は
在
籍
か
、
転

籍
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
在
籍
出
向
の
場
合
の

出
向
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

② 

本
人
同
意
で
の
出
向
に
つ
い
て 

会
社
回
答 

転
籍
出
向
の
場
合
は
本
人
同
意
を
前
提
と
す

る
。
在
籍
出
向
の
場
合
は
本
人
の
同
意
を
必
要
と

し
な
い
。 

再
質
問
及
び
要
求 

出
向
に
つ
い
て
は
、
転
籍
、
在
籍
に
限
ら
ず
本

人
に
充
分
説
明
の
上
、
本
人
同
意
に
も
と
づ
い
て

実
施
す
べ
き
で
あ
る
。 

③ 

出
向
先
の
労
働
条
件
に
つ
い
て 

会
社
回
答 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ソ
ル
コ
の
労
働
条
件
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
‐
茨

城
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
転
籍
出
向
の
場
合
は
本

人
に
説
明
を
す
る
。 

 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
に
働
く
仲
間
の
み
な
さ
ん
、
現
在
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
構
造
改
革
の
一
環
と
し
て
、
料
金
部
門
を
始

め
１
１
６
セ
ン
タ
、
Ｓ
Ｏ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
の
業
務
集
約
、
子
会
社
化
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
企
画
戦
略
部
門
を
除
き
す
べ
て
の
業
務
を
子
会
社
化
し
非
正
規
社
員
に
置
き
換
え
コ
ス
ト
削
減
を

行
う
と
い
う
狙
い
の
中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
構
造
改
革
時
の
「
２
５
％
賃
金
減

の
地
域
会
社
再
雇
用
に
応
じ
れ
ば
今
の
職
場
で
働
け
る
」
と
い
う
約
束
を
反
故
に
す
る
も
の
で
す
。 

 

私
た
ち
東
日
本
Ｎ
Ｔ
Ｔ
関
連
合
同
労
働
組
合
茨
城
支
部
は
こ
の
間
、
会
社
に
業
務
運
営
見
直
し
の
説

明
を
求
め
、
１
０
月
４
日
、
団
体
交
渉
を
実
施
し
会
社
の
考
え
方
を
聞
き
ま
し
た
が
、
何
ら
具
体
的
な

中
身
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
以
下
の
再
質
問
を
ま
と
め
、
１
０
月
１
５
日
、
要
求
書
と
し

て
提
出
し
ま
し
た
。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

労
働
条
件
に
変
更
は
あ
る
の
か 

再
質
問
及
び
要
求 

「
ほ
ぼ
同
じ
」
と
い
う
回
答
だ
が
違
う
と
こ

ろ
は
あ
る
の
か
。
具
体
的
な
労
働
条
件
の
開
示

を
要
求
す
る
。 

ま
た
、
以
下
に
つ
い
て
具
体
的
に
変
更
か
あ

る
か
質
問
を
す
る
。 

（
ａ
）
年
次
有
給
休
暇
の
２
時
間
年
休
は
取 

 
 
 
 
 
 

得
で
き
る
の
か
。 

（
ｂ
）
特
別
休
暇
の
夏
季
休
暇
３
日
及
び
７
月 

か
ら
９
月
に
取
得
す
る
特
別
連
続
休
暇
２
日 

は
あ
る
の
か
。
そ
の
他
、
特
別
休
暇
に
変
更
は 

あ
る
の
か
。 

（
ｃ
）
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン
は
あ
る
の
か
。

人
間
ド
ッ
ク
検
診
は
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
プ
ラ
ン

等
、
会
社
施
策
で
毎
年
受
診
で
き
る
の
か
。 

（
ｄ
）
創
立
記
念
日
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
‐
茨
城
と
同
じ

よ
う
に
半
日
の
特
別
休
暇
に
な
る
の
か
。 

（
ｅ
）
通
勤
費
は
全
額
会
社
負
担
か
。
金
額
の

上
限
制
限
は
な
い
か
。 

（
４
）
移
行
に
伴
う
社
員
研
修
の
期
間
と 

時
期
を
明
ら
か
に
し
て
欲
し
い
。 

会
社
回
答 

研
修
は
社
内
で
検
討
中
で
あ
り
具
体
的
に

決
ま
っ
て
い
な
い
。
１
１
月
中
に
１
〜
２
日
の

研
修
を
複
数
回
に
分
け
て
や
り
た
い
。
１
１
月

の
研
修
は
商
品
知
識
や
社
内
シ
ス
テ
ム
の
操

作
方
法
を
覚
え
て
も
ら
う
た
め
の
も
の
。
あ
る

程
度
覚
え
て
も
ら
い
理
解
し
た
上
で
、
移
行
先

の
職
場
で
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
し
な
が
ら
覚
え
て
も
ら

う
こ
と
と
し
た
い
。 

ま
た
、
１
２
月
１
日
の
配
置
転
換
後
に
配
置

先
で
コ
ン
シ
ュ
ー
マ
事
業
本
部
に
て
集
合
研

修
を
予
定
し
て
い
る
。 

他
労
組
と
差
別
化
を
な
ぜ
図
る
か 

再
質
問
及
び
要
求 

① 

「
研
修
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
決
ま
っ
て

い
な
い
」
と
の
回
答
だ
っ
た
が
他
労
組
で

は
、
団
体
交
渉
と
同
じ
日
の
１
０
月
４
日

『
「
フ
ロ
ン
ト
営
業
部
門
等
に
関
わ
る
各
種

施
策
の
具
体
的
実
施
日
程
」
に
つ
い
て
』
が

組
合
員
に
回
覧
さ
れ
、
研
修
詳
細
等
が
具
体

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。 

当
組
合
に
は
「
研
修
に
つ
い
て
は
具
体
的

に
決
ま
っ
て
い
な
い
」
と
回
答
し
他
労
組
と

の
差
別
化
を
図
る
の
か
。 

決
ま
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
他
労
組
は

決
ま
っ
て
い
な
い
も
の
を
勝
手
に
回
覧
し

た
こ
と
に
な
る
。
会
社
の
見
解
と
説
明
を
求

め
る
。 

② 

「
フ
ロ
ン
ト
営
業
部
門
等
に
関
わ
る
各
種

施
策
の
具
体
的
実
施
日
程
」
に
つ
い
て
速
や

か
に
情
報
提
供
を
求
め
る
。 

訓
練
は
地
元
勤
務
先
で
実
施
を 

③ 

５
０
歳
退
職
再
雇
用
時
の
約
束
は
“
地
域

会
社
で
の
勤
務
”
と
い
う
こ
と
で
退
職
再
雇

用
に
応
じ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
他
県
で
の
勤

務
が
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
理
由
が
大
き
な

要
因
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
集
合
訓
練
は

他
県
（
東
京
）
で
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
だ

が
地
元
勤
務
地
で
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。 

④ 

家
庭
の
事
情
等
で
３
週
間
と
い
う
長
期
の

訓
練
に
い
け
な
い
社
員
の
対
応
は
ど
の 

 
 
 
 
 

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。 

（
５
）
１
１
６
セ
ン
タ
の
勤
務
形
態
に
つ
い
て 

会
社
回
答 

９
時
か
ら
２
１
時
ま
で
、
業
務
に
合
わ
せ
た
勤

務
形
態
と
な
る
。 

通
勤
時
間
を
配
慮
し
た
配
置
転
換
を 

再
質
問
及
び
要
求 

現
在
の
勤
務
は
９
時
か
ら
１
９
時
で
あ
る
。
２

１
時
ま
で
の
勤
務
に
な
っ
た
場
合
、
帰
り
の
時
間

が
夜
間
と
な
り
女
性
の
場
合
、
特
に
通
勤
経
路
で

の
“
事
故
”
等
も
予
想
さ
れ
る
。
通
勤
時
間
を
勘

案
し
て
配
置
転
換
を
実
施
す
る
の
か
。 

（
６
）
残
地
業
務
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
及
び 

人
数
に
つ
い
て 

会
社
回
答 

人
数
は
確
定
し
て
い
な
い
が
、
１
０
名
程
度
必

要
と
考
え
て
い
る
。
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
水
戸
大
町

本
館
１
階
を
予
定
し
て
い
る
。 

土
浦
に
も
残
地
業
務
を
設
置
せ
よ 

再
質
問
及
び
要
求 

 

残
地
業
務
に
つ
い
て
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
‐
茨
城
で

実
施
で
き
る
施
策
で
あ
り
、
土
浦
に
も
設
置
す

る
よ
う
要
求
す
る
。 

 

２
．
団
体
交
渉
で
質
問
で
き
な
か
っ
た
事
案
に

対
す
る
質
問 

５
０
歳
退
職
再
雇
用
選
択
時
の
会
社
説
明

は
「
５
０
歳
で
退
職
し
地
域
会
社
に
再
雇
用
さ

れ
る
場
合
、
こ
れ
ま
で
の
職
場
で
働
け
る
」
と

い
う
こ
と
が
前
提
だ
っ
た
。 

（
１
）
今
回
の
業
務
運
営
体
制
の
見
直
し
は
５

０
歳
退
職
再
雇
用
選
択
時
の
約
束
違
反
で
は

な
い
か
。 

（
２
）
５
０
歳
退
職
再
雇
用
選
択
時
に
“
近
い

将
来
、
職
種
転
換
等
も
あ
る
”
と
い
う
説
明
が

あ
れ
ば
５
０
歳
の
選
択
時
に
退
職
再
雇
用
に

応
じ
な
か
っ
た
人
も
い
た
。
な
ぜ
、
今
に
な
っ

て
約
束
違
反
を
す
る
の
か
。 

（
３
）
春
闘
時
期
の
団
体
交
渉
で
会
社
は
「
Ｎ

Ｔ
Ｔ
‐
茨
城
は
発
足
し
て
１
年
目
の
会
社
。
そ

れ
以
前
の
サ
ー
ビ
ス
茨
城
で
の
約
束
は
判
ら

な
い
」
と
発
言
し
て
い
る
が
、
今
も
会
社
の
考

え
方
は
そ
の
よ
う
な
立
場
か
。 

以 

上 
 

企
業
年
金
減
額
裁
判
、
勝
利
判
決
を
勝
ち
取
る 

１
０
月
１
９
日
、
東
京
地
裁
で
「
原
告
ら
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
」
と
の
判
決
を
下
っ
た
。 

こ
の
判
決
で
給
付
額
の
減
額
は
年
金
を
廃
止
す
る
と
い
う
事
態
を
避
け
る
た
め
の
次
善
の
策
。
Ｎ

Ｔ
Ｔ
東
西
は
、
平
成
１
４
年
度
以
降
約
１
，
０
０
０
億
円
前
後
の
当
期
利
益
を
継
続
的
に
計
上
し
て

お
り
、
給
付
の
減
額
が
や
む
を
え
な
い
ほ
ど
の
経
営
状
況
の
悪
化
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と

Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
主
張
を
完
膚
な
き
ま
で
論
破
、「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
常
識
は
、
世
間
の
非
常
識
」
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

私
た
ち
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
が
恥
の
上
塗
り
す
る
よ
う
な
控
訴
を
し
な
い
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。 

 


